
令和 6～8 年度 入野・大瀬木配水池関連事業  

      入野中継ポンプ場築造工事 特定建設工事共同企業体結成要領 

  

（趣旨） 

第１条 この要領は、飯田市水道局が発注する令和 6～8 年度 入野・大瀬木配水池関連事

業入野中継ポンプ場築造工事の競争入札に参加することができる共同企業体に関

して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（共同企業体の方式） 

第２条 共同企業体は、特定建設工事共同企業体とする。 

 

（構成員の数） 

第３条 構成員の数は、２社または３社とする。 

 

（構成員の資格） 

第４条 代表者及び構成員は、飯田市内に本店のある水道施設 A 級業者のうち、特定建設

業許可を有する業者とする。 

 

（結成方法） 

第５条 結成方法は、自主結成とする。 

 

（出資比率） 

第６条 出資比率は、構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は２

社の場合は 30 パーセント以上、３社の場合は 20 パーセント以上とする。 

 

（代表者の選定方法とその出資比率） 

第７条 代表者は、水道施設 A 級のうち長野県資格総合得点 1，000 点以上の者とし、その

出資率は構成員中最大とする。 

 

（構成員） 

第８条 構成員は、水道施設 A 級のうち長野県資格総合得点 1,000 点未満とする。 

 

（資格審査申請） 

第９条 当該競争入札に参加を希望する建設業者は、特定建設工事共同企業体資格申請書

により、資格審査を申請しなければならない」。 

 

（添付書類） 

第１０条  前条に規定する資格審査申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

（１） 特定建設工事共同企業体構成員の資格調書 

（２） 特定建設工事共同企業体協定書 


